
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令 和 ６ 年 4 月 ９ 日  
東 京 都 立 永 福 学 園  

校    長 緒方 直彦 

主任養護教諭 冨田 貴恵 

≪保健関係提出書類等について≫ 
・ 保健調査      ：小学部２・３・４・５・６年、中学部 2・３年、高等部２・3 年 

・ 心臓検診調査表   ：全員 

・ 結核検診問診票   ：小学部・中学部 

・ 与薬申請書（常用薬）：該当者 

・ 与薬申請書（頓用薬）：該当者  ※坐薬等、預ける薬も一緒に提出をお願いいたします。 

 

※提出期限は、小学部２～６年生、中学部２、３年生、高等部１～３年生は、４月８日（月） 

小学部 1 年生及び中学部 1 年生は、４月９日（火） 

＊健康診断に使用する書類がありますので、提出期限までに御提出いただい

ていない方は、速やかに御提出をお願いいたします。 

  

４月から６月にかけて定期健康診断を実施します。健康診断の予定についての詳細や健康診断 

の注意点等については「ほけんだより健康診断編」を併せて御確認ください。 

 

【定期健康診断以外の検診・指導】 

◎小児神経診 ・・２２日（月） 

該当の方には、９日（火）にお知らせを配布いたします。 

◎整形診察  ・・１９日（金）：小学部 ２６日（金）：中学部、高等部 

          該当の方には、個別に御連絡いたします。 

◎精神保健相談・・２５日（木）午後 

児童・生徒のこころの発達や家庭でのお子様への対応などについて相談 

できます。希望される方は、１８日（木）までに担任にお知らせください。 

 該当の方には、個別に御連絡いたします。 

 ◎ユースヘルスケア相談 

        ・・２２日（月）午後 

            産婦人科校医に思春期特有の悩みなど、性別を問わず相談できます（保 

護者も相談できます）。希望される方は、１５日（月）までに担任にお 

知らせください。 

今月の保健行事 

お子様の御入学・御進級、おめでとうございます。 

初めての教室、新しい友達と先生。ドキドキすることも多いと思いますが、たくさんのチャレ

ンジができる一年になるよう、応援しています。  

「ほけんだより」では、保健行事、体や心の健康、感染症情報などお知らせいたします。お子

様の健康などについて、相談等がありましたら、いつでも保健室に御連絡ください。よろしくお

願いいたします。 



 

内 科  ： 小林 薫   先生（小林クリニック） 

耳鼻科  ： 宮崎 日出海 先生（宮崎クリニック） 

歯 科  ： 本間 敏道  先生（杉並区歯科医師会） 

眼 科  ： 鈴木 淳子  先生（久我山すずき眼科） 

小児神経科： 髙橋 長久  先生（心身障害児総合医療療育センター） 

精神科  ： 海野 眞理子 先生（うみのメンタルクリニック） 

整形外科 ： 水間 正澄  先生（初台リハビリテーション病院） 

整形外科 ： 田中 紗代  先生（茨城福祉医療センター） 

産婦人科 ： 塚田 訓子  先生（アトラスレディースクリニック） 

学校薬剤師： 佐藤 季実子 先生（杉並区学校薬剤師会） 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   お子様がけがや病気（体調不良含む）で保健室に来室した場合は、視診・問診・触診・ 

検温などの観察と応急手当をした上で、次のような目安で対応します。 

 

    

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 長時間の安静が必要な場合や発熱など、早退が必要と判断した場合には、保護者の方に御 

連絡しますので、お迎えをお願いいたします。御理解と御協力をお願いいたします。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

～❀～～❀～～❀～～❀～～❀～～❀～～❀～～❀～～❀～～❀～～❀～～❀～～❀ 

保健室のスタッフ紹介 

今年度の保健室は、養護教諭３名、常勤看護師２名、主任非常勤看護師

２名、総合非常勤看護師５名、非常勤看護師２０名でスタートします。 

よろしくお願いいたします！ 

～❀～～❀～～❀～～❀～～❀～～❀～～❀～～❀～～❀～～❀～～❀～～❀～～❀ 
 

 

 

学校における、けがや病気の対応について 

特に気になる症状や異常が

認められない場合など 

経過観察が必要と思われる

場合など 

重傷又は重篤な場合、緊急

性が高い場合など 

教室へ戻る又は保健室等で休養後（1時間

を目安）、教室に戻る（経過観察は継続）。 

保健室等で休養（1時間を目安）。経過観

察しつつ、保護者に連絡、相談。 

保護者に連絡。教職員が付き添い、医療機

関へ（状況に応じ、救急車要請） 

＊医療機関を受診する場合は、保護者も 
 医療機関へ向かっていただきます。 


